
 
                           
 

 

トピックス：輸出入決済に係わる外貨管理強化に関するお知らせ 

国家外貨管理局、商務部、税関総署は、今般、以下のとおり、輸出外貨の受取や輸出前受・輸入延
払に関する新たな３つの規定を発表しました。輸出取引を装ったホットマネーの流入を懸念し、クロスボ
ーダー資金の監督管理を強化することが狙いと見られます。 
 
（輸出外貨の受取） 

｢『輸出外貨受取・人民元転のオンライン照合・審査弁法』の公布に関する通知｣（匯発【2008】29 号） 
｢『輸出外貨受取・人民元転のオンライン照合・審査弁法』の実施に関する通知｣（匯発【2008】31 号） 

   ＜日本語仮訳＞匯発【2008】29 号/匯発【2008】31 号→ http://www.bk.mufg.jp/report/chi200403/308070901.pdf 

（輸出前受・輸入延払） 
「企業貨物貿易項目下外債登記管理の実施に関する通知」            （匯発【2008】30 号） 
＜日本語仮訳＞匯発【2008】30 号            → http://www.bk.mufg.jp/report/chi200403/308070902.pdf 

 
新制度の主な内容は以下の通りです； 

 
① 輸出外貨の受取： 

・受領した外貨のうち輸出代金は、まず｢輸出外貨受取照合・審査待ち口座｣に入金されます。 
・「審査待ち口座」への入金限度額は、輸出通関データ、前受金データ、貿易分類、業界の特性等
に基づき決められます。 

・「審査待ち口座」から人民元への両替、経常口座への振替を行う場合、企業は都度、「輸出外貨受
取説明書」と「中国電子口岸（通関）IC カード」を銀行に提出し、銀行は税関、外貨管理局とを結ぶ
オンライン・データシステムにより輸出取引の事実確認後、人民元への両替、経常口座への振替を
行います。（7 月 14 日より実施。） 
 
※海外からの送金の円滑な入金手続きの為には、日本から中国向けの送金に当って、貿易代金と
非貿易代金とが一緒に送金されますと、現地で入金、払い出し等に不都合が生じることもありますの
で、貿易代金と非貿易代金とを別々に送金することが重要です。また、送金依頼書の送金目的欄
に送金目的を明記することも重要です。 
 

② 輸出前受： 
・「貨物貿易項目下外債」登記が義務付けられ、輸出前受は口座入金前に登記が必要となりました。 
・輸出前受については、新手続となります。（7 月 14 日より実施。） 

 
③ 輸入延払： 

・現行の制度では、20 万米ドル且つ通関後 180 日以上の場合は「輸入延払外債登記」、50 万米ドル
且つ通関後 90～180 日の場合は「輸入延払登記」が必要ですが、本件後は、金額に拘わらず通関
後 90 日超の場合「貨物貿易項目下外債登記」が必要となります。 

・登記累計金額（現行は「登記残高」）は前年度の輸入支払総額の 10％迄と規定されています。（10
月 1 日より実施。） 

 
なお、現時点での規定および当局からの説明には未だ不明確な点があります。具体的な手続きにつ

いては、最新の情報にご注意下さい。具体的運用や手続きが明らかになりましたら、改めてご案内申し
上げる予定です。 

 
三菱東京ＵＦＪ銀行 国際業務部中国業務支援室 

JULY 16TH 2008 

【訂正・お詫び】 
前号 EXPERT VIEW：「中国子会社の組織再編と新企業所得税法（その４）」の記事中、6 頁目「■合算課税適
用の場合とその対応」に“ただし７年以内に、親会社が香港現法の留保所得から実際に配当を受け取り、課税
所得を計算した場合には、親会社等は過去に納税した留保所得に対する法人税額を、申告計算において納
税済として控除することができます”とありますが、正しくは、“ただし１０年以内に…（以下省略）”となります。 
ここに訂正し、お詫び申し上げます。 
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【日系企業のための中国法令・政策の動き】 
 

7 月前半は、中央レベルの法令・政策では、重要と思われるものはなかった。ただ、広東省の高級人民法

院と労働仲裁委員会から発布された労働争議の取扱いに関する通知が目を引いたので、今回はその内容

を紹介する。 

 

この通知は、「広東省高級人民法院、広東省労働争議仲裁委員会の『労働争議調停仲裁法』、『労働契約

法』適用の若干の問題に関する指導意見」（粤高法発［2008］13 号、2008 年 6 月 23 日発布）という。広東省

内の各級人民法院と労働争議仲裁委員会に宛てて出されたもので、労働争議を受理、審理する際の基準を

示したものだ。今年 1 月 1 日から「労働契約法」が施行されているが、詳細が不明な点が多く、実施条例も未

だ公布されていない中で、その規定に関しても踏み込んだ解釈を行っている。「法律、法規、司法解釈に新し

い規定があるときは、法律、法規、司法解釈の規定に従って執行する。」とされているが、「労働契約法実施

条例」や司法解釈が出るまでは、広東省ではこの内容が適用されることになる。 

 

通知は全文 31 条で、労働争議の様々なケースについて、人民法院または労働仲裁委員会が受理、審理

する際の判断基準を示しているが、「労働契約法」の趣旨からすると、企業側に配慮した内容になっていると

いう印象がある。特に注目される点は、次のとおり。（序列、タイトル、日本語訳は筆者。） 

 

１．時間外賃金支払をめぐる争議の扱いについて 

 

第 27 条 雇用単位と労働者が、実際に支払った賃金が時間外労働賃金を含むか否かを書面で約定せず、

雇用単位に既に支払った賃金が正常な労働時間の賃金と時間外労働賃金を含むことを証明する

証拠があるときは、雇用単位が既に支払った賃金は時間外労働賃金を含むものと認めることがで

きる。ただし、換算後の正常な労働時間の賃金が当地の最低賃金基準より低い場合を除く。 

 

第 28 条 労働者の時間外労働賃金の計算基礎は、正常な労働時間の賃金とする。雇用単位と労働者が、

賞与、手当、補助手当等の項目について、正常な労働時間の賃金に属さないことを約定したときは、

その約定に従う。ただし、約定した正常な労働時間の賃金が、当地の最低賃金基準より低い場合

を除く。 

 

第 29 条 労働者が時間外労働賃金を主張し、雇用単位が時間外労働を否認するときは、雇用単位は労働

者が時間外労働を行っていない事実を立証する責任を負わなければならない。雇用単位が、労働

者の確認した出勤確認電子記録（タイムカード）をもって、労働者が時間外労働を行っていないこと

を証明する場合は、雇用単位の出勤確認電子記録は採用しなければならない。 

       労働者が 2 年より前の時間外労働賃金を追求するときは、原則として労働者が立証責任を負うも

のとし、2 年を超えた部分の時間外労働賃金の金額を証明することができない場合は、2 年を超え

る部分の時間外労働賃金については一般に保護しない。 

 

 

２．雇用主が従業員との協議手続きを経ずに制定した規則について 

 

第 20 条 雇用単位が「労働契約法」施行前に制定した規則・制度が、「労働契約法」第 4 条第 2 項に定める

民主的手続きを経ていないが、内容が法律、行政法規及び政策の規定に違反しておらず、かつ労

働者に既に公示又は告知していたときは、雇用単位の従業員採用管理の根拠とすることができる。 

 「労働契約法」施行後に、雇用単位が労働者の切実な利益に直接関わる規則・制度又は重大事

項を制定、改定する際に、「労働契約法」第 4 条第 2 項に定める民主的手続きを経ていないときは、

原則として雇用単位の従業員採用管理の根拠とすることはできない。ただし、規則・制度又は重大

事項の内容が法律、行政法規及び政策の規定に違反しておらず、明らかに不合理な事由が存在せ

ず、かつ労働者に既に公示又は告知しており、労働者に異議がない場合は、労働仲裁並びに人民

法院の裁判の根拠とすることができる。 
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      注；「労働契約法」第 4 条第 2 項は、次のとおり。 

        雇用単位は、労働報酬、就業時間、休息・休暇、労働安全・衛生、保険・福利、従業員訓練、

労働規律及び労働ノルマ管理等の労働者の切実な利益に直接関わる規則・制度又は重大事項

を制定し、改定し、又は決定するときは、従業員代表大会又は従業員全員との討議を経て、案

及び意見を提出し、工会又は従業員代表と平等に協議し、確定しなければならない。 

 

 

３．採用後に労働契約が締結できない場合の扱いについて 

 

第 21 条 採用の日から 1 ヵ月以内に、労働者と雇用単位が労働契約を締結する事項について協議一致せ

ず、雇用単位が労働関係の終了を提起するときは、経済補償金の支払を要しない。 

       採用の日から 1 ヵ月を超えて 1 年に満たない期間に、雇用単位が労働者と書面労働契約を締結

できない原因が、完全に労働者にあることを十分に証明する証拠があり、かつ雇用単位に過誤が

ないときは、雇用単位は 2 倍の賃金を支払うことを要しない。ただし、雇用単位が労働関係の終了

を提起した場合は、経済補償金を支払わなければならない。 

 

 

４．賠償金を支払う場合の経済補償金の扱いについて 

 

第 30 条 「労働契約法」施行後に、雇用単位が違法に労働契約を解除又は終了し、労働者が労働契約の継

続履行を要求せず、又は労働契約が継続履行できないときは、雇用単位は「労働契約法」の規定に

従って労働者に賠償金を支払わなければならない。ただし、別に経済補償金を支払うことを要しない。

当該賠償金の計算の年数は、2008 年 1 月 1 日から計算し、以前の就業年数は「労働法」の規定に従

って賠償金を計算する。 

雇用単位が採用の日から 1 ヵ月を超えて 1 年未満に労働者と書面労働契約を締結しないときは、

毎月 2 倍の賃金を支払わなければならないが、そのうち倍増部分の賃金は経済補償金又は賠償金

の計算基礎に算入しない。 

 

 

５．労働者が使用者の社会保険料未納付を理由に訴えた場合の扱いについて 

 

第 24 条 労働者が、雇用単位が「労働契約法」施行前に当地規定の保険の種類により社会保険料を納付し

なかったことを理由として、労働契約の解除を請求し、かつ雇用単位に経済補償の支払を要求する

ときは、これを支持しない。 

 「労働契約法」施行後に、雇用単位が当地規定の保険の種類により社会保険関係を確立せず労

働者が労働契約の解除を請求し、勝雇用単位に経済補償支払を要求する場合は、これを支持し

なければならない。ただし、経済補償金の支払年数は、2008 年 1 月 1 日から計算しなければなら

ない。労働者が雇用単位が社会保険料を全額納付せず、又は納付が遅れたことを理由として労働

契約の解除を請求し、かつ雇用単位に経済補償金支払を要求する場合は、これを支持しない。 

 

 

６．労働者が使用者の賃金不払いを理由として訴えた場合の扱いについて 

 

第 25 条 労働者が、雇用単位が「労働契約法」施行前に労働報酬を適時に全額支払わなかったことを理由

として、労働契約の解除を請求し、かつ雇用単位に経済補償の支払を要求するときは、最高人民

法院の「労働争議審理における法律適用の若干の問題に関する解釈」第 15 条に定める事由を除

き、これを支持しない。 

 「労働契約法」施行後に、雇用単位が労働報酬を適時に全額支払わず、労働者が労働契約の解

除を要求し、雇用単位に経済補償金の支払を要求する場合は、これを支持しなければならない。 

 

      注：最高人民法院の「労働争議審理における法律適用の若干の問題に関する解釈」第 15 条は、次

のとおり。 
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        雇用単位に次に掲げる事由の 1 つがあり、労働者に労働契約解除を申し出るよう強要したとき

は、雇用単位は労働者の労働報酬及び経済補償を支払わなければならず、かつ賠償金を支

払うべきである。 

(1) 暴力、威嚇又は不法な身体の自由を制限する手段をもって労働を強要したとき。 

(2) 労働契約の約定によらず、労働報酬を支払い又は労働条件を提供したとき。 

(3) 労働者の賃金を控除し、又は理由なく支払を遅らせたとき。 

(4) 労働者の労働時間延長の賃金報酬支払を拒否したとき。 

(5) 当地の最低賃金基準を下回って労働者に賃金を支払ったとき。 

 

 

７．競業制限をめぐる争議の扱いについて 

 

第26条 雇用単位と労働者が競業制限を約定したときは、競業制限期間内に法により労働者に経済補償を

支払わなければならず、雇用単位が経済補償を支払うことを約定していない場合は、労働者は雇用

単位に競業制限協議の履行を要求することができる。業務引継が完了しても、雇用単位が労働者に

経済補償支払を承諾していない場合は、競業制限条項は労働者に対して拘束力を持たない。 

      雇用単位が競業制限条項の中で約定した違約金が、実際の損失よりも高い場合は、人民法院、

労働争議仲裁委員会は、労働者の請求に基づいて、違約金の金額に対して適度に調整することが

できる。 

 

 

（本シリーズは、原則として隔週で掲載しています。） 

 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 

国際事業本部 海外アドバイザリー事業部 

池上隆介 
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【経済】 
◆上半期 貿易黒字 11.8％下落：税関総署が 10 日に発表したデータによると、今年上半期の貿易収支は、
輸出が前年同期比 21.9％増の 6,666 億米ドル、輸入が同 30.6％増の 5,675.7 億米ドル、貿易黒字は 990.3
億米ドルで、前年同期比 11.8％下落した。貿易黒字減少の主な要因には、アパレル、靴関連の輸出鈍化、
大豆、石炭等一次産品の輸入ペースの加速、国際商品価格の高騰を受けた輸入価格の大幅上昇がある。
人民元高、労働コスト上昇、原材料価格高騰、昨年来のマクロ政策調整等により、中国の輸出競争力は低
下しつつあり、さらに世界的な景気減速が重なり、今後数ヶ月は輸出の鈍化が続くという見方も出ている。 

【貿易】 

◆上半期 自動車生産・販売小幅減速：中国自動車工業協会の統計によると、上半期の国産自動車生産台
数は前年同期比 16.71%増の 519.96 万台、販売台数は同 18.52%増の 518.82 万台と前年同期のそれぞれ
22.36%増、23.31%増より減速した。供給サイドでは原材料価格の上昇や金融引き締めによる生産・経営コス
トの増加、需要サイドではガソリン価格の引き上げ等による消費者の購入意欲の低下に加え、年初の雪害、
5 月の四川大地震も増加ピッチの鈍化要因となった。下半期については上半期から横ばい或いは若干下回
り、通年では生産・販売とも 1,000 万台を突破すると予測されている。 

【貿易・投資】 
◆上半期 FDI実行ベース金額45％増 ホットマネーの流入懸念：商務部が発表した最新データに拠ると、今
年上半期の外商投資の新規設立企業は14,544社で、前年同期比22.15%減少したが、実行ベースの金額は
45.55%増の523.88億米ドルとなった。近年、人民元の上昇に伴い、外資企業の資本金の流入規模と人民元
への転換の割合が急増していることから、当局は、昨今の大幅に増加する資本金流入の一部にホットマネ
ーが含まれている可能性があると懸念、今後の対応策を検討しているという。 

◆広州市 2008 年昇給率ガイドライン 基準上昇率を 14%に：
広州市社会保障局は 7 日、広州市の 2008 年昇給率ガイド
ラインを発表。基準、下限、上限率をそれぞれ前年の 9%、
3%、14%から 14%、5.5%、18%に引き上げた。食品を初めとす
る物価高騰から、収益が増加した企業に対し物価上昇を下
回らない昇給率を求めた。 

【金融・為替】 
◆3月末の短期外債比率 60%を超える：国家外貨管理
局が 4 日に発表した外債統計によると、2008 年 3 月末
時点の外債残高は前年末比 5.08%増の 3,925.89 億米ド
ルに達し、引続き上昇傾向にあるという。うち、中長期
外債は同 1.52%増の 1,558.64 億米ドルと僅かな増加に
留まったのに対し、短期外債は同 7.56%増の 2,367.25
億米ドルと、外債に占める割合は 60%を超え、過去最
高額となったことが明らかになった。短期外債は 2001
年以降急増し、2005 年から外債の 5 割以上を占めるよ
うになっている。 

市 発表日 基準 下限 上限
北京 2008.6.10 11 .5% 3.5% 16.5%
上海 2008.4.18 11% 5% 16%

天津 2008.3.13 15% 6% 22%
大連 2008.5.16 12% 7% 18%
広州 2008.7.7 14% 5.5% 18%

（資料）各省市労働・社会保障機構ホームページ等よりMURC

2008年主要都市の昇給率ガイドライン（2008年7月16日現在）

項目 金額（億米ドル）07年末比（%) 構成比(%)
外債残高 3925.89 5.08 ー
期間別 中長期 1558.64 1.52 39.70

短期 2367.25 7.56 60.30
種類別 登記外債 2486.89 3.40 -

国務院部・委員会 348.20 ▲ 0.19 14.00
中資系金融機関 832.39 3.64 33.47
外商投資企業 789.70 6.71 31.76
外資系金融機関 466.79 0.80 18.77
中資企業 46.54 ▲ 0.66 1.87
その他 3.27 2.51 0.13

2008年3月末対外債務残高

（資料）外貨管理局

 

 

 

 

今週の人民元は、先週末比小幅高となる 6.8550 でオープンしたが実需のドル買いに 6.87 近辺まで反落した。サミ
ット開催中であることもあり同会議での人民元為替相場に関する要人発言への警戒感から、その後は週央まで
6.8600 を挟んだ小動きとなった。しかしながら週後半に入ると根強い人民元需要を受けて人民元は高値を更新す
る動きとなり週末には為替制度変更後の高値となる 6.8331 を示現、そのまま高値圏での越週となっている。今週、
税関総署より発表となった 6 月の貿易収支については、世界的な一次産品価格上昇の影響や堅調な内需を背景
に輸入が前年同期比+35%の大幅な伸びとなったものの、輸出も市場予想こそ下回ったが前年同期比+17%超と高
い伸びを維持しており、高水準の貿易黒字を維持している点には著変ない結果といえよう。来週は重要経済指標
の発表が予定されており、インフレ圧力緩和の観点から当局の人民元上昇容認観測が再び台頭する可能性には
注意が必要だろう。尚、前週 2 日に発表となった輸出入取引に関する外貨管理強化策は来週 14 日に施行予定で
あるが、短期的な相場への影響は限定的であると予想する。 

（市場営業部 為替営業推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ営業ﾗｲﾝ） 
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